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原

子

基

第

一
条

　

ン」
の

法

律
は

、

原
子

力

の
研
．究

、

開

発

及

び
利

電

壼

推

進

す

る

こ

と

に

よ

つ
て
、

将
来

に

お

け

る

一
ネ

ル
ギ

■
資

源

を

確

保

し
ｔ

学

術

の
進

歩

と

産

業

つ

振

興

と

を

図

り

、

も

つ
て

人

類

社

会

ら

福

祉

と

国

民

生

活

？
水

準

向

上
１

に

寄

与

す

る
こ

と

を
目

的

と

す

る
。

（
基

本

方

針

）

　

´
・
　

・

第

二
条

　

原

子

力

の
研

究
、

開

発

及

び
利

用

は

、

平

和

の
目

的

に
限

り

、

民

主

的

な
運

営

の

下

に

、

目

主

的

に

こ

れ

を

行

う
も

の

と
し
ヽ

み
ヽ
の
成

果

を

公

開

し

、

進

ん

で

国
際

協

力

に

資

す

る
も

の

と
す

る
。

（
定

　

義

）

第

二
条

　

ンヽ

つ
法

律

に

お

い

て́

次

に

掲

け

る
弔

語

に

、

次

の

定

義

に

従
´
う
も

つ

と

す

る

‐。
　
　
・

一
　

「
原
子

力

」

■
は

、

原
子

核

変

換

の

過

程

に

お

い
て

原

子

核

か

ら

倣

出

さ

れ

る

す

べ

て

の
種

類

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

い

う
ｏ

一
一

「
核

燃

料

物
質

」

と
は

、

ウ

ラ

ン
、

卜

”

ウ

ム
等

原
子

核

分

裂

の

過

程

に

お

い

て

高

エ
ネ

ル

ギ

ト
・

≧

放

出

す

‘
物
質

で

あ

っ
て
、

政

令

で
定

め

る

も

の

を

い

う
。
　

　

　

　

　

　

　

一
・
　
　

　

　

　

¨

■

一

「
核

原

料

物

質

，

と
は

、

ウ

ラ

ン
鉱

、

ト

リ

ウ

ム
鉾

そ

の

他

核

燃

料

物

質

の

原

料

と

な

る

物

質

■

あ

つ
て

、

政

令

で
定

め

る
も

の

を

い

ｌ

目

的

第

章

,総

本

貝り  おな



la)

平 、・ 四´

１

　

，、

ヽ

　

‘
　

　

　

ン

ス

め
〓

も

の

を

除

↑

・
　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

一

政

令

で

―
■
一一
一
■
一
一一一一
争
確
波
又
ぽ
粒
一
線
の
一う
ケ
ヽ
直
接
．卜
に
」
に
し
年
〓

と
電
に

す
一
経
″
」

も
ら

も

の

で

、

政

令

で

定

め

る
も

の

を

い

う
ｏ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

第

　

一
一
　

章

　

原
　
子
　
一カ

　̈
委

一彙
　
会̈
　
　
　
　
，　
　
　

　
　

　
　

．．

．　
　

　

　

一

（
設

　

置

）

第

四

条
　

原

子

力

の
研

究
甫

溌

及

び
利

用

に
離

す

る

国

の
施

策

ｔ

計

画

的

午
遂

行

ｋ

原
子

力

行

政

ら

的

な
運

営

を
図

る

た

場
」

総

理

府
た

原

子

力

委

員

公
を

・直

く

ｏ

（
任

　

務

）

第

五
条

　

原
子
．力

委

員

会

は

、

原
子

力

の
研

究

、
開

発

及

び
利

用

に

関

す

る
事

嶼

に

つ

い

て

企

画

し

、

議

し

、

及

び

委

疋
す

る

。

一
Λ
組

織

、

運

営

及

ひ

権

限

）

時
．
一一一

第

六

条

　

原

子

力

委

員

会

の

組

織

ヽ

運

営

及

ひ

信

限

に

つ

し、

て

は

ヽ

第

　

一〓

章

　

原

子

力

の

開

発

機

関

ス

原

子

力

研

究

所

及

び

原

子

燃

料

公

社

）
　

　

　

　

　

　

　

　

一

第

七

条

　

政

府

ら

監

督

の

下

に

ヽ
　

原
子

・
力

の
開

発

に

肉

す

る

研

究
及

び

実

験

、

そ

の

他

原

子

力

の

健

礎

に

必

要

な

事

項

を

行

わ

し

め

る

た

め

原

子

力

研

究

所

と

、

核

原

料

物

賃

及

び

核

燃

料

物

質

の

採

筑

、

精

錬

、　
管

理

等

」こ
行

υ^
し

あ

る

な
あ

原

二
・
燃
．料

公

社

を

直

く

ｏ

２
．

２
｝

｝

一

『

一

『

「

び
議

一

神

『

一

囃

蒙

『

一

一一

猜

一

裁

・一

『

申

法

準

貸

疋

め

る

一

ィ

「
原

子

炉

」

ｔ

は

ヽ
　

‥
核

燃

料

物

質

を

燃

料
．
と
Ｌ

て

硬

『

す

る
装

置

と

い

う
ｏ

た

だ

し

ヽ

別

ｔ

法

律

で

定

め

る

ｏ

=〔
  ;::



一〒
て
条

　

一域
ご

め

監

一誉

●

Ｆ

に

ヽ
　

原
子

方

の
開

発

に

東

す

る
研

究
及

び
実

験

、

そ

の
他

原
子

力

の
■
一

促

進

に

必

要

な
事

項

≧

行

わ

ｔ

め

る

た

め

原

子

力
研

究
所

と

、

核

原

料

物

賃

及

び
核

燃

料

物

質

の
要

採

鉱

、

精

錬

、

管

理

等

を

行

わ

し
・
あ

る

た

あ

原

子

燃

料

公

社

ヒ

置

ぐ

．

２
．

原

子

力

研

究

所

及

び

原

子

燃

料

各

社

に

関

す

る

舞

従

は

ヽ

場

に

法

律

で

足

め

な

。
　

一
　

．

．．

．

．、
　

　

第

　

四

　

章

　

原

子

力

に

関

す

る

鉱

物

の

開

発

取

得

　

　

　

　

・・　

　

　

　

　

ヤ　

．

（
鉱

業

法

の

特

例

）
　

　

　

　

　

　

　

・
　

・
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

・

・
■

．

第

八

条

　

核

原

料

物

質

に

関

す

る

鉱

業

権

又

は

租

鉱

権

に

関

し

て

は

、

別

に

法

律

を

も

つ

て

、

鉾

業

法

（
昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

八

十

九

号

）

の

「特

例

を

足

め

る

も

の

と

す

る

。
　

　

　

　

　

　

　

・

（
買

版

命

令

及

び

譲

渡

命

令

）

第

九

条

　

政

府

は

、　
別

″』
法

律

´ヽ

定

め

る
）
と
一
年

ろ

に

よ

り

、
　
そ

い″
指

定

す

る

者

″』
対

し

、　
核

原

料

物

賀

榎

い

取

る

べ

き

こ

と

を

命

じ

、

又

は

・核

原

料

物

質

の

一

産

者

又

は

所

石

・堵

著

し

く

は

管

理

者

に

対

し

政

府

つ

指

定

す

る

者

に

核

原

料

物

質

を

譲

渡

す

べ

き

こ

と

を

合

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

（
核

原

料

物

質

の

管

理

）

　

´
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

　

　

　

　

・

第

十

条

　

核

原

料

物

質

の

輸

入

、

輸

出

、

譲

渡

、

譲

授

及

び

精

鎌

は

、

別

に

法

律

で

定

め

る

」

こ

ヶ

」

り

、

政

府

の

指

定

す

る

者

に

限

つ

て

こ

れ

を

行

わ

じ

め

ど

も

の

と

す

る

。
　

　

　

一　

．
　

　

　

¨

（
奨

励

金

等

）
．
　

　

　

　

　

　

　

　

‥

　

　

　

′

第

十

一
条

　

政

府

は

、

核

原

料

物

質

の

開

発

に

寄

与

す

る

者

工

対

し

、

予

算

の

範

囲

内

に

お

い

て

奨

助

又

は

賞

金

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

ｒ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

(3)

二11■主:塩三二

だ
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14)

第

五

章

　

核

燃

料

物

質

の

管

理

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

（
核

燃

料

物

質

に
関

す

る
規

制

）

第

十

■
条
　

核

燃

料

物

質

を

生

産

し
、

輸

入

し

、

輸

出

ｔ

、
一跡

有

ｔ

、
所

持

し

、

譲

渡

し

、

譲

り

受

け

ヽ

使

用

し

、

又
は

輸

送

し

よ

う

と
す

る
者

は

、

別

に

云

律

で
疋

め

る

と

こ
ろ

に

よ

り

政
府

の

行

う
規

制

に

従

わ

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

（
核

燃

料

物

質

の
譲

渡

命

令

）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

・

第
十

三

繰

・
政

府

は

、
前

条

に

規

定

す

る
規

制

を

行

う
場

合

に

お

い

て

、

別

に
法

律

で

定

め

る

と

こ

ろ

通

よ

り

ヽ

核

燃

料

物

質

を
所

有

し

、

又
は

所

持

す

る

者

に

対

し

ヽ

譲

渡

発

及

び

価

格

を
指

示

し

て

こ

れ

を

譲

渡

す

べ

き

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で
き

る
。
　

　

　

　

　

　

一
　

　

　

　

　

　

　

ぃ

´

・　
　
　
　
・第

　

一ハ　
　
一早
　
　
原
　
一す
　
一炉
　
の
　
管
　
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・・
　

　

‘　
　
・一　
一　
一　
　
　
．

（
原
子

炉
ち

建

設

等

の
規

制

）

第
十

四

条

　

原
子

炉

を

建

設

し

よ

う
と
す

る

者

は

、

別

に
法

律

で

掟

ｉめ

‐‐‥る■

こ

ろ

に
よ

り

政
府

の

行

う
舞

制

に
従

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

を
改

造

し

、

又

は

移

動

ｔ

ｔ

，
と

す

る
者

も

一

町

様

と

す

る

ｏ

第

十

五

条

　

原

子

炉

≧

譲

渡

し

、

又

は

譲

ヶ

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

別

に

法

律

で

定

め

る

と

こ

ろ

こ

ょ

り
・政

府

の

行

う
規

制

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

六

条

　

一開

二

条

に

規

定

す

る

規

制

に

従

つ

．て

原

千

ず

を

撻

最

・一
・

、

■

一

ｔ

卜

・
移

動

し

い

■

は

権

「

受

け

た

者

は

、

別

に

法

律

で

定

め

る

と

ご

ろ

に

よ

り

、

快

作

鶴

始

前

に

運

転

計

画

を

定

め

て

、

政

府

ゆ

証

ｒヽ
嘔
人
　
一
一　
ヽ
」
ｒ
”　
喘̈
　
口
」
午」
いり
　
』ｏ　
　
」
．‐

儒
　
　
″
一　
　
量
　
　
雌
．
許

業

綱
一
業

に

一流
　
す

ゃＣ
信

・置

（
褥

諭

海

」
二

櫛

勝

は

〕

　

一

・ヽ
　

　

　

　

一

Ｆ

‐



諄

十

五

条

　

原
ｌ

Ｆ

■
譲

渡

し

、

ス

感

談

り

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

就

に

猛

律

で
定

め

る

と

こ

ろ

≧

よ

り

政

府

の

行

う
規

制

に

従

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

第

十

六

条

　

一別

二

条

に

規

定
子

る

規

制

に
従

つ

て

原

子

ず

を

建

・搬

ｔ
ｉ
、

量

礎
ｔ
■
・
移

動

し

い

■

は
一機

“

豪

弩

′
堵
・は
１

、

別

に

法

準

そ

定

め

る

■

こ

ろ

に

一
．
”

、

操

作

・開

始

前

に

運

転

計

画

を

定

め

て

、

政

府

の

証

一
　

　

　

　

　

　

　

　

・

、

一
　

一
　

　

． 、一・

一
・

　

一・一一
一
　

　

¨
　

．

一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

一

Ｉ

ヒ
受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

　

七

　

一早
　

特

許

発

明

等

に

対

す

る
措

置

（持

許

法

に

よ

る
措

置

）

籍

十

七

条

　

政

府

は

、

原
子

力

に

業

す

る

特

許

出

願

に

係

ち
発

明

又

は

特

許

発

明

に

つ
き

、

公

益

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

ヽ

特

許

法

（
大

正

十

年

法

律

第

九

十

六

号

）

第

十

五

条

及

第

四

十

条

の

規

疋

に

よ

り
措

置

す

る
も

の

と

す

る
。

（
譲

渡

制

限

）

第

十

八

条

　

　

原
子

力

に
関

す

る
特

許

発

明

、

技

術

等

の

国

外

流

出

に
係

る

契

約

ゆ
締

結

は

、

別

に

法

律

で

走

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

政

府

の

行

う
規

制

に

従

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
奨

励

金

等

）

′
　

　

　

　

　

　

　

　

．

算

Ｔ
九

条

　

政

府

は

、

原
子

力

に

関

す

る
特

許

出

願

に
係

る

発

明

又
は

特

許

発

明

に

脚

し

、

予

算

の
範

囲

内
に
お
い
て
奨
励
金
又
は
賞
金
Ｆ
交
仕
′す
る
こ
Ｌ
が
で
き
る
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第

　

八

　

章

　

旋

射

編

一に

計

″

陪

争

ケ

射

ｒ

　

　

．
三

　

）

　

一
ｒ

　

　

´
一
　

′

（
放
射
紺
に
よ
る
障
害
ら
”
ｒ
な
置
）
　

・　
　
一
．
　
．．
　

　

′
　
　
．　
　
　
　
　
．

一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

　

　

　

一
　

・

・

一
　

一

・
　

　

　

　

　

　

　

・

一
一
　

　

　

　

一
　

　

　

　

　

　

・

第

二
十
条
　

放

射

線

に
よ

ヶ
障

害

一
際
一ｒ

し

、

年
一

の
安

全

を
確

保

す

る

た
め
、

放

射

性

物

貨

及

び
放

射

椋
発

生
装

置

に
係

る
製

造

、

販
売

、
使

明
、
測

定
等

に
対

す

る
規
制

そ
の

他

保

安

及

び
保
健

上

の
措

置

崎
　

」
歯

し

て
は

、
別

に
法
律

で
定

み

な
。

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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補
′

1● i

理

由

原

子

力

の

青

究

、

舅

発

及

び

利

覇

≧

推

進

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

藉

供

し

、

学

権

の

進

歩

と

産

業

の

振

興

と

を

図

る

必

要

が

あ

る

．

こ

第

九

償

．
．

（
喘

・
墳

γ

・
一

●

●

●

■

一

●

●

一

・

第

二

十

一

条

　

政

輌

一

を

政

府

の

一

定

一

〓

都

な

一
一
こ‐‐

ケ

諄

ぼ

ん

び

こ

の

Ｆ

征

≧

施

行

す

る

核

原

洲

物

質

，

瀾

溌

つ

々

め
一
そ
ら

権
・
阿

と

行

，

場

合‐．
し

一

卜

一

）

ｉ
、

地

に

関

す
〓

権

利

、
・

■

，

権

そ

の

他

め
一
権

利

に
一
鰹

ｔ
ｉ

〓
権
・
利

考

財

“

関

係

た

し

打

失

一

一

え

た

場

合

に

お
、

い

て

■

法

律

一

足

め

ら

と

こ

ろ

に

■

り
　
・、　
正

当

な

補

償

を

行

わ

な

け^

れ
―
ば

な

ら

な

い
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・
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一
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一

こ

の

法

擦
巌

、

躍
・痢

〓

十
■

年
■

一ュ
ニ

由

ふ

う

施

行

す

る

。
．

一行

禾

に

お

け

る

エ
ネ

ル

ギ

ー

資

源

を

れ

が

、

こ

つ

騒

律

案

セ

提

性

す

る

埋

一轟

法

律

に
基

き
ヽ

鉱

業

権

又

暉
■

は

、　
そ

れ
一ぞ
一
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(7)

理

由

原
子

力

の
研

究

、

開

発

及

び
利

『

を
推

進

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

将

来

に

確

保

し

、

学

術

の
進

歩

と

産

業

の
振

興

と

を
図

る
必

要

が

あ

る
。

こ

れ

が

、

由

で

あ

る
。

お
け

る

エ
ネ

ル

ギ

ー
資

源

を

こ

の

法

律

案

を
提

出

す

る

埋

尋|■|■1血


